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８ 諸手続業務の概要 

こんな場合はどこへ 

 

窓口 事  項 摘     要 

教 

学 
課 

再入学願 
再入学は年度始めまでに再入学願を教学課へ提出する。 

退学時に正規の退学手続きを完了した者に限る。 

欠課届 

病気その他の事由で講義を休んだ場合は欠課届を各担当教員

へ提出すること。なお、不幸があって欠席した場合はこれを証

明するもの、病気で欠席した場合は診断書を添付すること。 

学生証の再発行 
学生証を紛失（忘失・盗難）した場合は学生証再交付願を教学

課へ提出すること。 

履修申請 
履修しようとする科目を選択し、指定された日時・期間内に

WEB 上で履修申請すること。 

休学願 
病気その他の事由で休学するときは保護者連署の上、休学届

を教学課へ提出する。 

復学願 
復学は学期始めまでに復学願を教学課へ提出する。 

病気で休学していた場合は診断書を添付すること。 

退学願 

やむを得ない事由により退学するときは保護者連署の上、退

学願を教学課へ提出する。なお、退学願提出とともに学生証の

返納及び退学出願時までの学費を納入することを要する。 

※学費未納の場合は、学費を納入した期日まで遡り「除籍」と

なるので注意すること。 

転学(科)願 
やむを得ない事由により転学(科)を希望するときは、保護者

連署の上、転学(科)願を教学課へ提出する。 

サークル(クラブ)へ

の入部 

入部希望の場合は、直接サークル責任者と話し合って申し込

むこと。 

なお、入部退部は自由であるから問題が起こった時は各サー

クル顧問及び教学課へ申し出ること。 

通学証明書の交付 

所定の用紙に記入のこと。定期は自宅から大学までの区間に

限って発行される。発行は申し込みの翌日となる。 

なお、発行日から１か月以内に駅に申し込むこと。 

盗難・遺失物に関する

こと 

直ちに届け出ること。遺失物については教学課窓口に一定期

間提示するので、各自確認すること。 

色々な問題で悩んで

いるとき 

一人で悩まないで学生相談室・クラスアドバイザー又は教学

課に、気軽に相談に来てください。 

原付以上の車両を所

有したとき 

速やかに車両登録申請書を提出すること。 

（車種変更をした時も同じ申請が必要になる。） 

追って、審査のうえ許可証を配付(１年次は不許可)。 

在学証明書の交付 
所定の用紙に証紙を貼って申し込むこと。 

発行日申し込み日の翌日となる。 

住所変更をしたとき 変更届に記入し届け出ること。 

保証人を変更したと

き 
変更届に記入し届け出ること。 
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改姓(名)したとき 変更届に記入し届け出ること。 

掲示物やポスターを

貼るとき 
５日前までに掲示する現物を届出て承認を得ること。 

催物・集会を行うとき ５日前までに所定の用紙に記入し届出て承認を得ること。 

団体を結成するとき ５日前までに所定の用紙に記入し届出て承認を得ること。 

大会に参加するとき ５日前までに所定の用紙に記入し届出て承認を得ること。 

合宿に関すること ５日前までに所定の用紙に記入し届出て承認を得ること。 

サークル(クラブ) 

活動に関すること 

サークル(クラブ)責任者は、毎年５月末までに部員名簿を提

出すること。 

同時に昨年度の活動実績・経費使用実績と年間の活動予定を

書面提出(報告)すること。 

体育施設備品等を使

用するとき 

５日前までに所定の用紙に記入し届出て承認を得ること。 

（講義室等を使用し夜まで勉強する時も同じ） 

厚
生
課 

入院するとき 入院する(した)時は、窓口又は電話で報告すること。 

学資援助を受けたい

とき 

１．日本学生支援機構奨学金 

２．都道府県市町村奨学金 

３．公共団体奨学金 

アルバイトの紹介 

アルバイトを希望する場合は、屋外の掲示板で案内している

ので、直接アルバイト求人先に依頼し、雇用されたならば厚生

課へ届け出ること。 

事故によって身体に

障害を被った時 

事故によって身体に障害を被った時は、直接厚生係に通知す

ること。 

怪我又は身体に異常

を感じたとき 
軽傷又は腹痛等の場合は、保健室に治療薬・常備薬がある。 

就
職
課 

就職に関すること 
就職に関しては、学科の就職担当及び就職課員を訪ね、指示を

受けること。 

 

 

 

 

 

 

 


